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議事日程第１０号 

 

第 ３ 回 大 阪 狭 山 市 議 会 定 例 会 議 事 日 程 

平成２４年（２０１２年）９月３日午前９時３０分開議 

 

日程第 １   発議第１３号  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２   発議第１４号  議会定例会の会期を定めることについて 

日程第 ３   議案第５０号  教育委員会の委員の任命について 

日程第 ４   議案第５１号  教育委員会の委員の任命について 

日程第 ５   議案第５２号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市一般会計歳入歳出 

               決算認定について 

日程第 ６   議案第５３号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市国民健康保険特別 

               会計（事業勘定）歳入歳出決算認定について 

日程第 ７   議案第５４号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市下水道事業特別会 

               計歳入歳出決算認定について 

日程第 ８   議案第５５号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市土地取得特別会計 

               歳入歳出決算認定について 

日程第 ９   議案第５６号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）歳入歳出決算認定について 

日程第１０  議案第５７号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市後期高齢者医療特 

               別会計歳入歳出決算認定について 

日程第１１  議案第５８号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市東野財産区特別会 

               計歳入歳出決算認定について 

日程第１２  議案第５９号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市池尻財産区特別会 

               計歳入歳出決算認定について 

日程第１３  議案第６０号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市水道事業会計決算 

               認定について 

日程第１４  議案第６１号  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第１５  議案第６２号  大阪狭山市防災会議条例及び大阪狭山市災害対策本
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部条例の一部を改正する条例について 

日程第１６  議案第６３号  大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例につい 

               て 

日程第１７  議案第６４号  大阪狭山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第１８  議案第６５号  大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１９  議案第６６号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第３号）について 

日程第２０  議案第６７号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市国民健康保険特別 

               会計（事業勘定）補正予算（第１号）について 

日程第２１  議案第６８号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）補正予算（第１号）について 

日程第２２  議案第６９号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市東野財産区特別会 

               計補正予算（第２号）について 

日程第２３  報告第 ５ 号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市健全化判断比率の 

               報告について 

日程第２４  報告第 ６ 号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市資金不足比率の報 

               告について 

日程第２５  報告第 ７ 号  平成２３年度（２０１１年度）財団法人大阪狭山市文化振興 

               事業団事業会計決算報告について 

日程第２６  報告第 ８ 号  平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市土地開発公社事業 

               会計決算報告について 
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発議第１３号 

 

 

会議録署名議員の指名について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８１条の規定

により、下記のとおり会議録署名議員を指名する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

                     

                    大阪狭山市議会議長 山 本 尚 生 

 

 

記 

 

 

４番  中 井 新 子 

５番  林   憲一郎 
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発議第１４号 

 

 

議会定例会の会期を定めることについて 

 

 

 平成２４年（２０１２年）９月議会定例会の会期を下記のとおり定めることについて、大 

阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第５条第１項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市議会議長 山 本 尚 生 

 

 

記 

 

 

平成２４年（２０１２年）９月３日～同年９月２６日 
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議案第５０号 

 

 

教育委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に 

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を

求める。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 

 

 

記 

 

 

      住所  大阪府大阪狭山市茱木八丁目１５９０番地の１ 

          （２－１４０６号） 

 

      氏名  瀬 川 武 美 

 

          昭和２３年２月１１日生 
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議案第５１号 

 

 

教育委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に 

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を

求める。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 

 

 

記 

 

 

      住所  大阪府大阪狭山市大野西１４７５番地の１２ 

 

      氏名  小 林 光 明 

 

          昭和２８年７月３０日生 
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議案第５２号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市一般会計歳入歳出 

               決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                                        大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第５３号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計 

             （事業勘定）歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算を別紙監査

委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第５４号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市下水道事業特別会計 

              歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第５５号 

 

 

平成２３年度（２０１１度）大阪狭山市土地取得特別会計 

               歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市土地取得特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第５６号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算を別紙監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第５７号 

 

 

平成２３年度（２０１１度）大阪狭山市後期高齢者医療特別会計 

            歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第５８号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市東野財産区特別会計 

              歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市東野財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第５９号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計 

              歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２３

年度（２０１１年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。 

      

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第６０号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市水道事業会計 

決算認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平成

２３年度（２０１１年度）大阪狭山市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第６１号 

 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の 

一部を改正する条例について 

 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり提

出する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年大阪狭山市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項第１号を次のように改める。 

 公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６２号 

 

 

大阪狭山市防災会議条例及び大阪狭山市災害対 

策本部条例の一部を改正する条例について 

 

 

大阪狭山市防災会議条例及び大阪狭山市災害対策本部条例の一部を改正する条例

を次のとおり提出する。 

 

      

平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

                                    

大阪狭山市長  田 友 好 
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大阪狭山市防災会議条例及び大阪狭山市災害対策本部条例の一部を改正する 

条例 

 

（大阪狭山市防災会議条例の一部改正） 

第１条 大阪狭山市防災会議条例（昭和３９年大阪狭山市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「昭和３６年法律第２２３号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第２条中「の各号」を削り、同条第２号を次のように改める。 

 市長の諮問に応じて大阪狭山市の地域に係る防災に関する重要事項を審議 

すること。 

第２条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第

２号の次に次の１号を加える。 

 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

  第３条第５項中「の各号」を削り、同項中第８号を第９号とし、第７号の次に次 

の 1号を加える。 

 自主防災組織（法第５条第２項に規定する自主防災組織をいう。）を構成する

者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 若干名 

第３条第６項中｢前項第７号｣の次に「及び第８号」を加える。 

（大阪狭山市災害対策本部条例の一部改正） 

第２条 大阪狭山市災害対策本部条例（昭和３９年大阪狭山市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６３号 

 

 

大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 

 

大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

大阪狭山市長  田 友 好 
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大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市下水道条例（昭和６２年大阪狭山市条例第６１号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１６条第１項の表中「７００円」を「９００円」に、「８９円」を「１１２円」

に、「１０６円」を「１３３円」に、「１２５円」を「１５６円」に、「１４３円」を 

「１７８円」に、「１８５円」を「２３０円」に、「２１４円」を「２６５円」に改め

る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

  ２ この条例による改正後の大阪狭山市下水道条例第１６条第１項の規定は、平成 

２５年４月分として徴収する使用料から適用する。 
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議案第６４号 

 

 

       大阪狭山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関          

する条例の一部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり提出する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好
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大阪狭山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例（平成７年大阪狭山市条例

第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中「２５０円」を「５００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第６５号 

 

 

大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例             

について 

 

 

大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

大阪狭山市長  田 友 好 
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大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市火災予防条例（昭和３７年大阪狭山市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１１条第１項中「以下のもの」の次に「及び次条に掲げるもの」を加え、同条の

次に次の１条を加える。 

（急速充電設備） 

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする自動

車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第９号に規定する自

動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。以下この条において同

じ。）に充電する設備（全出力２０キロワット以下のもの及び全出力５０キロワット

を超えるものを除く。）をいう。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げ  

る基準によらなければならない。 

 その筐体は不燃性の金属材料で造ること。 

 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 

 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との間で自

動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措

置を講ずること。 

 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場合に

は、充電を開始しない措置を講ずること。 

 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されている

場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。 

 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は

制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を

講ずること。 

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場

合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充電設
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備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。 

 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。 

 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池につい

て次に掲げる措置を講ずること。 

 ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した

場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

 イ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充電

設備を自動的に停止させること。 

 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。 

 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他

の可燃物をみだりに放置しないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準について

は、前条第1項第２号、第５号、第８号及び第９号の規定を準用する。 

第１２条第２項中「前条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条第３項中「前 

条第１項第３号の２」を「第１１条第１項第３号の２」に改め、同条第４項中「前条

第１項第７号」を「第１１条第１項第７号」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の

うち、この条例による改正後の大阪狭山市火災予防条例第１１条の２の規定に適合

しないものについては、当該規定は、適用しない。 
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議案第６６号 

 

 

平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市一般会計補正 

予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２４

年度（２０１２年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第３号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第６７号 

 

 

平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市国民健康保険 

特別会計（事業勘定）補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２４

年度（２０１２年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）を別

案のとおり提出する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第６８号 

 

 

平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市介護保険特別 

会計（事業勘定）補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２４

年度（２０１２年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）を別案の

とおり提出する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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議案第６９号 

 

 

平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市東野財産区特 

別会計補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２４

年度（２０１２年度）大阪狭山市東野財産区特別会計補正予算（第２号）を別案のとおり提出

する。 

 

   

平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 



 31

報告第 ５ 号 

 

平成２３年度（２０１1 年度）大阪狭山市健全化判断比率の 

報告について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１

項の規定により、平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市健全化判断比率を別紙監査委員の

意見を付けて下記のとおり報告する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 

 

 

記 

 

（単位：％） 

実 質 赤 字 比 率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将 来 負 担 比 率 

    ― 
 （ １３．１１） 

    ― 
 （ １８．１１）

   １０．０ 
 （ ２５．０ ）

   １６．５ 
 （３５０．０ ）

備考 

 １ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比

率が算定されない場合は、「―」を記載している。 

 ２ 早期健全化基準を括弧内に記載している。 
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報告第 ６ 号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市資金不足比率の 

報告について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第

１項の規定により、平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市資金不足比率を別紙監査委員の

意見を付けて下記のとおり報告する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 

 

 

記 

 

特別会計の名称 資金不足比率（％） 

 水道事業会計 ― 

 下水道事業特別会計 ― 

備考 資金不足比率が算定されない場合は、「―」を記載している。 
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報告第 ７ 号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）財団法人大阪狭山市文化 

振興事業団事業会計決算報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、平成

２３年度（２０１１年度）財団法人大阪狭山市文化振興事業団事業会計決算について別紙のと

おり報告する。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 
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報告第 ８ 号 

 

 

平成２３年度（２０１１年度）大阪狭山市土地開発公社 

事業会計決算報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、平成

２３年度（２０１１年度）大阪狭山市土地開発公社事業会計決算について別紙のとおり報告す

る。 

 

 

    平成２４年（２０１２年）９月３日提出 

 

 

                    大阪狭山市長  田 友 好 




